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寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和６年５月16日（木）午後１時20分から午後２時41分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（17名）　※番号は席番号

１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　２番　滝本　多美子
３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　４番　南　昌男（会長）
５番　川口　智之　　　　　　　　　　　　　６番　津澤　謙次
７番　枡井　信仁　　　　　　　　　　　　　８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）
９番　川口　茂明（農地調整委員長）　　　　10番　筏　眞智子
11番　田伐　厚子　　　　　　　　　　　　　12番　森田　隆義
13番　小橋　牧子　　　　　　　　　　　　　14番　田中　久治　　　　　　　　　　　　　
15番　堤下　敏　　　　　　　　　　　　　　16番　田中　悦子
17番　溝口　透（会長職務代理者）
４　欠席委員（０名）

　　　　
５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
第１   議案第２号　農地法第３条第１項による許可について
第２　 議案第３号　農地法第５条第１項による許可について
第３　 議案第４号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認について
第４　 議案第５号　特定農地貸付けの承認申請について
第５　 報告第２号  農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第６　 報告第３号  農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第７　 報告第４号  租税特別措置法第 70条の６第１項による適格者証明について
第８　 報告第５号  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
第９　 報告第６号  都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画認定の終了について
７　農業委員会事務局職員

　  局長　　　山口　美加 　　　　　　　　　 　係長　津川　育大
職員　　　谷内　奈央                 　   職員　内村　朋弘
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時20分　開会　）
　議長（南会長）　定刻前ですが、皆さんお集まりですので、ただいまから５月の委員会総会を始めさせていただきます。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務める　ことになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第２号「農地法第３条第１項による許可について」事務局から説明を　　お願いします。
事務局　　　　　まず始めに、農地法第３条第１項による許可申請が必要なものとは、農地を農地のまま使用する耕作目的であるもので、親族の方に贈与する身内内贈与の場合や、農業経営拡大を考えている方に売却や貸付をする場合です。
農地法第３条第１項による許可申請があった場合には、農業委員会が委員会総会において、許可・不許可を決定するにあたり、農地調整委員会で行っている農地の現地確認や譲り受けられる方から聞き取りをするなど、農地法に定められている許可要件を満たす必要があります。
その許可要件の判断基準については、主に３つございます。
まず「全部効率利用要件」があり、譲受人が申請地の所有権や貸借権を取　　得後に、耕作することが見込まれるかどうか、また、現在所有されているあるいは借りられている農地が遊休農地になっていないか、無断転用していないか等を確認し、今後その方が所有及び借り受けしている農地のすべてを耕作されるかどうかを判断するものでございます。
２つ目に、「農作業常時従事要件」については、譲受人の年間耕作日数によって判断するものです。農林水産省の定めでは、原則年間150日以上耕作する見込みが必要です。ただし、150日未満であっても農作業を行う必要があると認められる場合に限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。大阪府においては年間60日以上であれば、特段理由のない限り農作業に常時従事しているとみなしています。
そして、３つ目の「地域との調和要件」については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった周辺農地の農業上の利用に支障をきたすおそれがないと認められることが必要です。
（議案第２号　件番１朗読）
件番１につきましては、５月２日に農地調整委員会が開催され、現地確認　　及び譲受人が平日は会社で勤務しているため、贈与後も継続して耕作される譲渡人に聴聞を行い、審議いたしました。
件番１について、場所は第二京阪道路東側、たち川の北側で、水道道を北　　へ進んだところの西側でございます。
当該地を父から息子へ贈与されるということで申請がありました。
「全部効率利用要件」について、寝屋川市で所有されている他農地の確認を行ったところ、一筆市街化区域内に所有されている農地に転用漏れがございましたが、経過書とともに届出いただきましたので、現状遊休農地及び無断転用はございません。
届出された内容は、後ほど報告案件でご説明いたします。
農機具については、トラクター、コンバイン、乾燥機、田植機、籾摺り機、耕運機を各１台所有されております。
通作距離は約0.5㎞、軽トラックで約３分です。
次に、「農作業常時従事要件」について、贈与後の従事日数は、譲受人が年間85日、父である譲渡人は年間300日、譲渡人の妻は年間154日従事されるということです。
最後に、「地域との調和要件」については、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、要件を満たしていると考えられます。
現況は画面のとおりです。
それではご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
この件は、５月２日に農地調整委員会で審議していますので、農地調整委員長から追加の説明等がございましたらお願いします。
農地調整委員長　５月２日に農業調整委員会があり、現地調査等を行いました。
まず、「全部効率利用要件」については、水を張って田植えをする準備をされており、今年も耕作するであろうことが見込まれました。
「農作業常時従事要件」については、身内で農地の整理をされるということが申請の目的です。譲受人が、平日会社勤務のため、父である譲渡人に話を聞き、贈与後も継続して耕作されるということを確認しました。
「地域との調和要件」については、水利組合に加入されるなど地域に協力されており、周辺農地の農業上の利用に支障をきたすおそれがないと認められました。
以上のとおり、「全部効率利用要件」、「農作業常時従事要件」及び「地域との調和要件」の全てについて問題がないと判断いたしました。
議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、許可してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので許可いたします。
議長　　　　　　次に、「議案第３号　農地法第５条第１項による許可について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　案件のご説明の前に、市街化調整区域内農地の転用について、ご説明申し
上げます。
市街化調整区域内農地を転用する場合は、農業委員会へ許可申請をする必　要があり、農地調整委員会で現地確認、申請人等への聴聞等から審議を行い、総会へ諮ります。
そして、許可につき大阪府農業会議へ諮問したうえで、許可書の発行を行います。

（議案第３号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は国道１号線西側、大阪府環境農林水産総合研　　究所生物多様性センターの北側でございます。

本件は、５月２日に農地調整委員会が開催され、現地確認及び申請代理人　　に聴聞を行い、審議いたしました。
譲受人は、給排水設備の設計・施工、水道施設及び消防施設の工事・土木建築・舗装業を営んでおり、現在賃借している資材置場が遠距離、かつ、工事依頼増加により手狭となったため、申請地を資材置場として利用するということでございます。
許可の判断基準である「立地基準」につきまして、本申請地は市街化の傾向が著しい区域に近接する農地の区域で、その規模がおおむね10ha未満であることから２種農地に分類されますので、他の土地でも事業遂行が可能な場合は不許可となります。反対に、申請地でないと事業が遂行できない場合は許可となります。
つまり、当該申請地に代替地が存在しなければ許可となります。
現在奈良県に賃借している資材置場は、事業所から直線距離で約5.6㎞、走行距離は約10㎞と遠距離であること、また令和５年に寝屋川市の水道指定工事店の認可を受けたことから工事依頼が増加しており、現在賃借している資材置場では手狭になっていることから、枚方市では３件、寝屋川市では１件、事業規模に一致する土地の検討を行ったが契約に至らず、事業規模に一致し、かつ、事業所から約10分という利便性に優れた土地は他にないということから、代替性がないと判断いたしました。
そして、「一般基準」につきましては、農地を転用し、申請に係る用途で利用することが確実かどうかの農地転用の確実性や、土地の効率的な利用の確保等の観点から判断いたします。
置く資材の内容としましては、給排水管塩ビパイプ４ｍ×20～200㎜のものを各80本、桝が塩ビ製のもの及びコンクリート製のもので24㎜×24㎜～500㎜×500㎜のものを各20基、掘削工事による土砂が50㎥、埋め戻し用の土砂が20㎥でございます。
雨水排水に関しては、雨水貯留施設を設置し、東側水路へ放流するということですので問題ございません。
土地造成費については、預貯金の残高証明書の提出があり、土地造成費以上の資力を有していることから、事業の遂行に問題ないと考えられます。
それではご審議のほどよろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
この件は、５月２日に農地調整委員会で審議しておりますので、農地調整委員長から追加の説明等がございましたらお願いします。
農地調整委員長　５月２日に農業調整委員会があり、現地調査等を行いました。
淀川土手沿いにあり、北側には貸農園が広がっている場所です。
現在、奈良県に賃借されている資材置場は、事業所から直線距離で約5.6　　㎞、走行距離は約10㎞と遠距離にあります。
また、令和５年に寝屋川市の水道指定工事店の認可を受けたことから工事依頼が増加しているため、現在賃借している資材置場では手狭になっているとのことです。
そこで、事業規模に一致し、かつ、事業所から約10分という利便性に優れた土地は他にないということです。
約2,700㎥の盛土をし、整地する予定とのことであり、現在、侵入路は狭いものの拡幅予定とのことです。
雨水排水に関しても、雨水貯留施設を設置し、東側水路へ放流するということで問題はないかと思われますが、くれぐれも北側の貸農園に影響を与えないようにと伝えました。
　議長　　　　　　地区担当委員から追加の説明があればお願いします。
地区担当委員　　排水も適正に処理されるということですので、問題ないと思われます。
議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長と地区担当委員から説明がありましたが、何かご意見等ございますか。
委員　　　　　　写真にある倉庫のようなものは、転用後はどうされるのですか。
事務局　　　　　撤去すると聞いております。
議長　　　　　　他に何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

議長　　　　　　ご意見がないようですので、この件について許可してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
議長　　　　　　この件は、大阪府農業会議へ諮問したうえで、許可書の発行を行います。

次に、「議案第４号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　まず始めに、相続税の納税猶予制度について、ご説明させていただきます。
現在、本市で農地の相続時において、相続税の納税猶予を受けられるのは、市街化調整区域内の農地と市街化区域内の生産緑地に限られ、お亡くなりになるまで耕作することを条件として相続税の納税が猶予されます。
しかし、平成21年12月14日までに相続された市街化調整区域内の農地について20年間適正に耕作されていた場合は、相続税が免除されることとなっております。
その免除するかどうかの判断を、農業委員会の意見に基づいて税務署が行うこととなっています。
（議案第４号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所はJR学研都市線東側、寝屋川市社会福祉施設療　育・自立センター南側でございます。
本件は、５月９日に地区担当委員と現地確認をし、適正に耕作されている　　状態を確認いたしました。
現況は写真のとおりです。
以上でございます。
議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
この件は、５月９日に地区担当委員が現地確認をされていますので、追加　　の説明等がございましたらお願いします。
地区担当委員　　５月９日に事務局と一緒に現地調査を行い、畑として耕作されていることを確認しました。
適正に耕作されていましたので、問題ないと考えます。
議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がありましたが、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご意見等がないようですので、適正に耕作されている旨税務署へ回答して　よろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので、その旨回答いたします。
議長　　　　　　次に、「議案第５号　特定農地貸付けの承認申請について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　 特定農地貸付けに関してご説明申し上げます。
「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」とは、市民農園　　を開設するための法律です。この法律に基づき、市民農園を開設する場合は、市町村及び農業委員会に対して、申請を行うことが必要となります。
それでは案件についてご説明申し上げます。
（議案第５号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所はJR学研都市線の東側、讃良川の南側でござい
ます。
本件は、５月２日に農地調整委員会が開催され、現地確認及び申請人に聴　　聞を行い、審議いたしました。
申請地において、申請人が自ら貸農園を開設され、区画数は８区画、１区画あたり30㎡、年間10,000円で貸付予定ということです。
水に関しては、計画図にある通り、２か所にバスタブを設置し、申請人が讃良川からポンプで上げた水を溜めて利用するとのことです。
また、貸農園の開設にあたる整備費用については、本市産業振興室が現在取り組んでいる事業である「貸農園整備事業補助金」を活用される予定で、本市広報誌にてシルバー世代の利用者を募集する計画です。
以上でございます。
　議長　　　　　　この件は、５月２日の農地調整委員会で審議しておりますので、農地調整委員長から追加の説明等がございましたら、お願いします。
  農地調整委員長　事務局の説明にもありましたが、補助金を活用され整備される予定です。利用者の車での来園は禁止とするということでしたので、特に問題ないと考えます。
　議長　　　　　　地区担当委員より追加の説明等がございましたら、お願いします。
地区担当委員　　事務局と農地調整委員長の説明のとおりで、問題ないと思います。
議長　　　　　　この件について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　ご質問等がないようですので、承認してよろしいですか。
                             （「異議なし」の声あり）
議長　　　　　　ご異議がないようですので、承認いたします。
次に報告へ移らせていただきます。
報告第２号「農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告に　ついて」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　農地法第４条についてご説明申し上げます。
農地法第４条は、土地の所有権はそのままで、農地を一戸建て住宅や共同　　住宅、駐車場や資材置場等に農地転用をするものです。
（報告第２号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は国道１号線北側でございます。
本件は４月４日に受付を行い、４月９日に地区担当委員と現地確認をし、　　４月23日に会長専決により届出を受理いたしました。
届出人が所有している隣接貸し駐車場が手狭になり当該地も貸してほしいと依頼があったため、転用するということでございます。
雨水排水については、既存の側溝につなげて側溝を作り東側の水路へ放流されるということです。
現況は写真のとおりです。
（報告第２号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所はABC公園の西側、市立池田小学校の東側でご　　ざいます。
本件は、４月16日に受付を行い、現地確認は令和５年12月18日に地盤調査のための一時転用の際に地区担当委員にはご確認いただいておりますので、事務局のみで４月18日に現地確認をし、５月２日に会長専決により届出を受理いたしました。
１月19日に受理通知済みであるグループホーム建設の際に、写真のとおり、道路側溝をつくるときに途中で計画が変更になり農地として残っている土地を取り込んでしまったということで、経過書とともに届出があったものです。
今後道路として市に寄付予定とのことです。
　
（報告第２号　件番３朗読）
件番３につきまして、場所は第二京阪道路の西側、たち川の北側でござい　　ます。
本件は、先ほど議案でご説明しました農地法第３条の申請があり、所有農地全てを４月10日に現地確認したところ転用漏れがあったため、４月19日に届出いただき、地区担当委員に確認の上、５月２日に会長専決により届出を受理いたしました。
現況は写真とおり露天駐車場となっており、平成５年頃に造成した際に転用の届出を失念していたということで、経過書とともに届出いただいたものです。
雨水排水に関しては、北側の水路へ放流されており、周辺に農地もないため、問題ございません。
議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
件番１について、地区担当委員から、追加の説明等がございましたらお願いします。
地区担当委員　　件番１について、隣接駐車場に建設会社の車がとめきれず、沿設する道路に駐車するため車の通行に支障を来しているほどと聞いていますので、その解消のため当該地を転用し、露天駐車場として新たに貸されるようです。
議長　　　　　　だたいま、地区担当委員から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
　　　　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり）
議長　　　　　　ご質問等がないようですので、続いて件番２については、私の担当地区ですので、説明します。事務局の説明にもありましたが、以前届出を受理している案件の造成の際に、農地として残していた土地を取り込んでしまったということです。経過書を提出いただいていますし、今後は市に寄付されるということで問題ないと思います。
　　　　　　　　この件について、何かご質問等ございますか。
　　　　　　　　　　　　 　　 （「なし」の声あり）
議長　　　　　　ご質問等がないようですので、続いて件番３について、地区担当委員から追加の説明等がございましたら、お願いします。
地区担当委員　　　議案第２号の申請があった際に、事務局にて所有農地全てを確認していただき、発覚したもので、平成５年頃に露天駐車場に造成した際に転用届出を失念していたということです。
議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次の報告に移らせていただきます。
　　　　　　次に、報告第３号「農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　案件のご説明の前に、農地法第５条についてご説明申し上げます。
農地法第５条は、農地を一戸建て住宅や共同住宅、駐車場や資材置場等に　　農地転用をする際に、所有権を移転する、あるいは所有権はそのままで他者へ貸付け、貸借権を設定するものです。

　
（報告第３号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は京阪本線の西側、市道池田秦線の北側でございます。
本件は、４月２日に受付を行い、４月８日に地区担当委員と現地確認をし、４月23日に会長専決により、届出を受理いたしました。
当該地の西側に隣接している自宅と合わせて譲受人へ売却し、その後、木造二階建てを７棟建築予定とのことです。
雨水排水に関しては、貯留槽を設置し、排水管へ放流するということですので、問題ございません。
現況は写真のとおりです。
（報告第３号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所は国道１号線北側、府道15号八尾茨木線南側　　でございます。
本件は、４月４日に受付を行い、４月８日に地区担当委員と現地確認をし、４月23日に会長専決により、届出を受理いたしました。
現況は写真のとおりで、相続後は耕作をしておらず売却されるということで届出がありました。
雨水排水に関しては、北側の水路へ放流予定ですので、問題ございません。
（報告第３号　件番３朗読）
件番３につきまして、場所は市立池田小学校の北側、寝屋川消防署の南側でございます。
本件は、４月17日に受付を行い、４月23日に地区担当委員と現地確認をし、５月２日に会長専決により届出を受理いたしました。
木造二階建て１棟８戸の共同住宅を建築予定とことです。
雨水排水に関しては、側溝から水路へ放流されるため、問題ございません。
現況は写真のとおりです。
議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
件番１及び件番２はいずれも４月８日に地区担当委員が現地確認をされて　いますので、追加の説明等がございましたらお願いします。
地区担当委員　　両案件とも雨水排水に関して適正に処理されるということですので、問題ないかと思われます。
議長　　　　　　件番３については、私の担当地区ですので、説明します。
　　　　　　　　　この辺りは、住宅が立ち並んでおり、農地も徐々に減ってきています。当該地の周りに農地はないので、問題ないと思います。
件番１から件番３について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次の報告に移らせていただきます。
議長　　　　　　次に、報告第４号「租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　まず始めに、農地の相続税の納税猶予制度について、ご説明させていただきます。
農地の所有者が亡くなられ、農地を相続した者には相続税が発生しますが、農地には相続税の納税猶予制度という特例がございます。
これは、農地を相続された者が、引き継いで自身が亡くなるまで耕作をすること、あるいは貸農園の運営等を含めた農業経営を行うことで、農地部分の相続税が免除ではなく猶予されます。亡くなった時点で相続税が免除となります。
また、特例の対象農地は、本市のように市街化区域と市街化調整区域の線引きがなされている市町村の農地については、市街化区域内の生産緑地の指定を受けている農地または市街化調整区域内の農地に限り、特例の適用を受けることができます。
相続税の納税猶予制度の適用を受けるには、相続人が亡くなった被相続人に代わり農業経営を行うことができる適格者であるという農業委員会の証明書が必要となります。
制度上、生産緑地については終生つまりお亡くなりになるまでの耕作が必要です。
調整区域については平成21年12月15日以降に納税猶予を受けた農地は終生の耕作が必要で、それ以前に適用を受けた農地は先ほど議案でありましたように20年耕作することで納税義務が免除されます。

　
（報告第４号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は木屋地区にある自動車教習所の西側に一筆と、そこから府道148号木屋交野線を挟んで南側に二筆ございます。
本件は、４月15日に証明願があり、４月18日に地区担当委員と現地確認をし、４月23日に会長専決により証明書を発行いたしました。
現況は写真のとおりです。
議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、地区担当委員より追加の説明等がありましたら、お願いします。
　地区担当委員　　 現地を確認しましたが適正に耕作されており、今後も耕作されていくと思いますので、問題ないと思います。
議長　　　　　　この件について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次の報告に移らせていただきます。
議長　　　　　　次に、報告第５号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明」について事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　案件のご説明の前に、生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について、
ご説明申し上げます。
生産緑地の主たる従事者が死亡あるいは身体の病気等の故障により耕作を継続することが不可能になり、市へ生産緑地の買取り申出を行うにあたり、当該人が農業の主たる従事者であったことを証明したものでございます。

（報告第５号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は市立北小学校の北側でございます。
本件は、４月16日に証明願があり、４月18日に事務局のみで現地確認を　　　行い、５月２日に会長専決により証明書を発行いたしました。

主たる従事者がお亡くなりになり、息子さんは滋賀県にお住いのため、管　　理していていくことが困難であるということで、証明願がありました。

現況は写真のとおりです。
議長　　　　　　この件について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次の報告に移らせていただきます。
議長　　　　　　次に、報告第６号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画認定の終了について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　それでは、案件についてご説明申し上げます。

（報告第６号　件番１朗読）
「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」とは、平成30年に施行されたも　　ので、市街化区域内の生産緑地に限りますが、農地法第３条による貸借より簡単にできるものです。
円滑化法では、貸借の期間満了後には、必ず農地が所有者に返ってきますので、農家の方がよく思われる、農地を貸したら返ってこないというものが円滑化法ではなく、農地を返してもらった際の離作補償を基本的には伴いません。
今回は、認定の際に設定した期間満了前に、合意解約をされその通知がありましたので、ご報告いたします。
件番１につきまして、場所は三井南町にある中学校・高等学校の西側でございます。

本件は、令和５年９月４日に認定を行い、令和5年11月１日から３年間の契約でしたが、双方で合意の上の解約があった旨の通知がありました。

以上でございます。
議長　　　　　　この件について何かご質問等ございますか。
委員　　　　　　この土地について納税猶予は受けられていますか。
事務局　　　　　生産緑地ではありますが、納税猶予は受けられていません。
議長　　　　　　他にご質問等はございませんか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、本日の案件・報告は以上となります。
事務局から連絡事項等があれば説明をお願いします。
　
事務局　　　　　「地域計画の策定」について説明させていただきます。
（資料に基づき説明）
議長　　　　　　以上をもちまして、５月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時41分　閉会　）
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